
インドネシア第2陣及びフィリピン第1陣介護福祉士候補者の 
滞在期間延長の条件について 

  滞在期間の延長を認めるに当たっての条件  

 ＥＰＡに基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について（平成23年3月11日閣議決定より） 

    次のいずれにも該当する場合に限り、所要の手続き及び審査を経て、就労研修しながら協定に
基づく滞在期間中の最後の国家試験の次年度の国家試験合格を目指すこと等を可能とするため、
追加的に1年間の滞在を認めることができるものとする。 

      

      

 

   

 

   

 

ア． 追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契
約に基づいて行われること。 

イ． 候補者本人から平成25年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明 
  されていること。  

ウ． 受入れ機関により、平成25年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に
応じた研修改善計画が組織的に作成されていること。  

エ． 受入れ機関により、平成25年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保す

るとともに，上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されているこ
と。 

オ． 平成24年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること。  

平成20年度又は平成21年度入国に入国したインドネシア人、フィリピン人介護福祉士候補者に対し
ても、上記と同様の条件の下に追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとしている。 

資
料
２
－
１

 


